
ご 案 内 
 
１． 当院は、厚生労働大臣が定める施設基準による看護を行っている

保険医療機関です 

   当院は、同基準のうち『１５対１入院基本料』の四国厚生支局長

の承認を受けており、病棟ごとに、１１名以上の看護職員が勤務し

ています 
 

８：３０ ～ １７：００ 看護職員１名あたり受け持ち数 ８名以内 

１６：３０ ～  ０：４５ 看護職員１名あたり受け持ち数３５名以内 

０：３０ ～  ８：４５ 看護職員１名あたり受け持ち数３５名以内 
 

  全入院患者５0人に１人以上の看護補助者という施設基準をみたし

ています 

１． 当院は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第１９条の８

の規定に基づく指定病院として徳島県知事指定を受けています 

１．  その他、厚生労働大臣の定める施設基準に係る届出として 

・精神病棟入院基本料（１５対１）看護補助加算② 

  ・精神科救急搬送患者地域連携受入加算 

    ・入院時食事療養／生活療養（Ⅰ） 

    ・精神科作業療法 

    ・精神科ショート・ケア「小規模なもの」 

    ・精神科デイ・ケア｢小規模なもの｣ 

    ・医療保護入院等診療料 

    ・精神科身体合併症管理加算 

    ・看護配置加算 

１． その他の指定として 

・労災保険指定医療機関 

・生活保護法による指定医療機関 

・結核予防法による指定医療機関 

・被爆者一般疾病医療機関 

・療養取扱機関指定 


